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大分市自治基本条例検討委員会 第８回理念部会 議事録 

 

 

 

◆ 日 時  平成２２年５月１８日（火） １４：００～１６：００ 

 

◆ 場 所  大分市役所議会棟 ３階 第５委員会室 

 

◆ 出席者   

 

【委 員】 

井手口 良一、川辺 正行、近藤 忠志、中村 喜枝子、廣次 忠彦、村田 英明    

の各委員（計６名） 

 

【事務局】 

企画課長 玉衛 隆見、同主幹 渡邉 信司、同主幹 姫野 正浩、同主査 甲斐 章弘、

同主査 永野 謙吾 同主査 足立 和之 （計６名） 

 

【プロジェクトチーム】 

  （企画課長 玉衛 隆見） 

 

  【オブザーバー】 

   総務課法制室 室長 伊藤 英樹（１名） 

 

 【傍聴者】 

   無 

 

◆ 次 第 

 

１．開会 

２．議 事 

  （１）条文案について 

  （２）その他（次回開催日程等） 

  

＜第８回 理念部会＞ 

事務局 

 

 

 

 

 

 

それでは、ただいまより、大分市自治基本条例検討委員会第８回理念部会を

開催いたします。  

まず、資料の確認をさせていただきたいと思います。前回と同じく、「理念部

会検討経緯」というレジュメをつけております。また、宿題となっておりまし

た市民部会の検討経緯の結果も添付しております。 

それでは、理念部会の議論を、レジュメを基にご説明してまいります。 

まず前文についてですが、第１１回の全体会で「広い意味での『教育』とい
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った観点から、次世代に受継いでいくものを具体的にしてはどうか」という意

見についてご議論をいただいたところでございます。 

この議論については３ページをお開きください。基本的には、前文の中で「教

育」を大々的に謳うというところまではならなかったのではないかと受け止め

ておりますが、「インデックスとして、一行でも入れられないか」というご意見

と、「前文には次世代に引き継いでいくというニュアンスが既に込められている

ので、これ以上記述が増えるのはいかがなものか」というようなご意見がござ

いました。 

また、自治基本条例はまちづくりの基礎になる条例であるという観点から、

「『教育』というものを入れるのに違和感がある」や、「大人も子どもも一緒に

なってまちづくりに取り組んでいくことが、次世代につながっていくのではな

いか」といったご意見もございました。 

この他、委員さんからも「『教育』を捉えるとしたら」ということで案のご提

示をいただいたところでございますが、「子どもの権利・義務」にも関わる部分

でもあるということから、「市民の権利・義務を検討する部会に投げかけて欲し

い」というご意見もありましたので、１４日（金）に開催されました「市民部

会」の議論の概要をペーパーで添付しておりますので、本日の議論の参考にし

ていただければと思います。 

次に、「目的」案についてですが、５ページをお開きください。内容的な部分

については議論はなかったと思いますが、文章のつながりについてのご指摘を

いただきましたので、その結果としてのパターンを下段に（第２案）、（第３案）

とお示ししております。 

ただ、自治基本条例は、現在５部会でバラバラに議論をしているのが実際で

ありますので、現状では全体を俯瞰して見ることが出来ないという状況がござ

います。法制室職員からも「条例全体を見てからの調整でも良いのではないか」

という助言もあったところです。  

そのような観点から、本日は文脈もさることながら、内容的にこの「目的」

のイメージが大分市の自治基本条例にそぐうものであるかどうかというものが

確認出来れば良いのではないかと考えております。 

次に、基本理念についてですが、６ページをお開きください。１項の「豊か

な暮らし」の部分について、「幸せな」という表記の方がより良いのではないか

というご意見をいただいたところです。今回は７ページに修正案をお示しして

おりますが、表記を変えたものを第２案としております。その下の《解説案２》

でも 

「豊かな」を「幸せな」に置き換えて表現しております。委員の方からご指摘

があったように、言葉を置き換えても文章的にはよろしいのではないかと考え

ております。 

次に、基本原則についてですが、８ページをお開きください。後述します用

語定義の関連で、「市民」の定義が確定すると、１項の「市民総参加の原則」の

項目で、「性別、年齢」を謳うことがくどくなるのではないかというご意見や、

その内容は３項の「平等と機会均等の原則」の方で謳う方がよりふさわしいの

ではないかという議論もありましたので、９ページになりますが、そのように

修正したものを（第２案）として載せております。 
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また、説明文の末尾を「原則」としておりましたが、「タイトルのところと言

葉がダブっているのでは」というご指摘がありましたので、同じ（第２案）で

末尾を「こと」と修正しております。 

原則の案作成にあたっては、部会での議論や他都市の例でも項目・説明とい

う構成の市があったことから、現状の表記としたところでありますが、「基本理

念と同様に、項目だけの表記で良いのではないか」というご意見もありました

ので、そのパターンも下に併記しておりますので、これについてもご議論いた

だければと考えております。 

最後に言葉の定義についてですが、１１～１２ページをお開きください。「市

民」の定義は「市民部会」で検討された内容で良いとのご意見をいただきまし

たので、理念部会としても市民部会の案を取り入れたところでございます。 

「協働」については、「市民に責務を負わせるものではない」という点につい

て議論していただきましたが、基本的に理念部会の皆さんのご意見としては、

「『協働』は責務を負わせるものではないことは言わずもがな、自明のことであ

る」という共通認識であったと思います。 

ただ、「対等の立場」という言い回しについて、「市民主権の観点から見ると

『対等』というのはいかがなものか」といった意見もありましたので、「手を取

り合い」という表現で文章を修正しております。 

以上が前回の部会での議論でございました。本日の検討のご参考にしていた

だければと思います。それでは、進行を部会長さんにお願いいたします。 
 

はい、ありがとうございました。それでは、既に議論もかなり積み重ねられ

ているんですけれども、今日は最終的にきちんと押さえていこうと思っていま

す。 

まず、前文のところですけれども、今の事務局の説明でも触れられています

が、「『教育』をどうするか」という問題が残っているのかなと。それ以外は、

大体良いのかなという感じで思っていますけれども、それについてご意見をい

ただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。 

 

部会長よろしいでしょうか。先ほどの担当説明の中で、前回、委員さんの方

から前文に関連して子どもに関するところの条文案のご提示をいただきまし

て、「市民部会の方でも検討して欲しい」というお話がありました。その概要に

ついて、先にご説明させていただいてよろしいでしょうか。 

「市民部会での（子ども・教育・育成等）に関する検討内容」というワンペ

ーパーでお示ししておりますが、委員さんの条文案を先週の金曜日に「市民部

会」で提示させていただきまして、一通り目を通していただきました。 

「市民部会」では、検討の当初から、「地域社会におけるまちづくりなどを次

世代に引き継いでいくことの重要性」というものが議論されてきました。 

それと、他部会におきましても「『教育』というものが盛り込めないか」とい

うご意見や、全国的な自治基本条例の文面も「大人に関わる部分が大半」であ

ることから、当初より何らかの形で「教育」を含めた子どもに関する条文を盛

り込めないかという検討を進めてきたところでございます。 

以上のことから、今回、条文案を作成するにあたりまして、次の項目を盛り
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込むということで予定をしているところであります。なお、ここに書いてある

項目は、そっくり条文案ということではございませんので、「確定していないも

の」ということで参考にお聞きください。 

まず、（市民の権利）ということで、当然、「市民はまちづくりに参画するこ

とが出来る」という前提はございますが、それに併せて、「子どもも、年齢に応

じたまちづくりへの参画を行うことが出来る」ということを盛り込む予定にし

ております。 

市民の定義の中で、広く市民を捉えるように設定していますので、当然、「子

ども」も市民に含まれているのですけれども、中でも「参政権がない子ども」

においても何らかの形でまちづくりに参画できることを別出しにして謳ってい

こうというねらいでございます。 

その次でございますが、「子どもは、地域社会を担う市民として健やかに育つ

環境を求めることができる」ということを盛り込んでいこうと。これは、まち

づくりを継続していくためには、まず、次の世代に確実に地域社会を担っても

らうことが必要であろうということで、そのためにも子どもには、健やかに育

つ環境を求めることができるということを敢えて別出しにしたところでござい

ます。 

その権利に対応しまして、（市民の責務）のところで、「将来の地域社会を担

う子どもが、健やかに育つ環境作りに努めること」も必要ではないかというこ

とで、これは、市民として、次世代を育てる意味も含めて、大人の目線から子

どもを家庭・地域・学校等が連携して育てる環境作りが必要であるということ

を謳うねらいということで、現在この３項目を子どもに関して「権利と責務」

ということでそれぞれ謳っていこうということを「市民部会」では結論付けて

いるところです。 

ですから、理念部会でもご検討いただいておりました、次世代に「引き継い

でいく」と前文でも載っておりますけれども、そういった部分と他の部会でも

出ました広い意味での「教育」といった部分を考慮したうえで、「謳えるとした

らここではなかろうか」ということで、市民部会の方で検討した内容というこ

とになっております。以上でございます。 

 

ありがとうございました。ということで、「市民部会」の方でかなり具体的な

議論をやっていただいているわけで、理念部会としては、前文のところに「わ

たしたちの子どもや孫の世代に確実に引き継いでいく」という言葉から「市民

部会」にバトンタッチしたという形になるわけですね。 

そういうようなことで、「前文はこれで良いじゃないか」とお考えになるのか、

それとも、「もう一言、付け加えた方が良い」とおっしゃるのか、ここら辺はい

かがでしょうか。 

 

ちょっとよろしいですか。議論が外れるかもしれないんですけれども、３ペ

ージの前文の今の段階のところで、「わたしたちの子どもや孫の世代に確実に引

き継いでいく」というところは良いと思うんですけれども、その前、「豊かな自

然環境と平和で幸福な暮らしを」となっていますよね。 

単純に読むと、現在、「豊かな自然環境と平和で幸福な暮らし」というものが
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既にあって、それを「守って引き継ぐだけ」というふうにニュアンスとして受

け止められるのかなと思うんですね。 

基本理念のところに「幸せな暮らしの実現を目指すまちづくり」と書いてあ

るので、実現というか、作りながら次の世代に引き継ぐというようなことにす

れば、ただ「引き継ぐ」と言うよりも、子どもも一緒に作っていくというニュ

アンスになるのかなと思います。 

そうしないと、大人が作って「俺たちが作ったから引き継げよ」というよう

な雰囲気になると思うので、子どもも一緒に作って、その子どもが大人になっ

て、またその子どもに引き継ぐというような文になれば良いなと思います。 

 

世代、世代で、ぶつっと切れているんじゃなくて、リンクしていきながら一

緒に築いては送り、築いては送りということですね。それはどういうふうに表

現したら良いでしょうか。 

実際には、子どもたちも成長していくという過程で、大人の姿を見ながらず

っとその後をついてくるわけですよね。それは大体、今の前文でそういうニュ

アンスでできているんじゃないですかね。 

「引き継いでいく」というのが問題なんですかね。表現として何か足りない

んでしょうか。 

 

「教育」という言葉であれば、大人が子どもにという形に思いますよね。で

すから、「生涯教育」という言葉がありますよね。こういうものを使ったら、大

人も子どもも生涯教育を受けるということで、全体的に誰もが教育をされなけ

ればいけないということになるんじゃないでしょうか。 

 

「生涯学習」ですよね、正確には。 

  

 「生涯学習」と言うと、ちょっとずれてくるような感じがしますよね。と言

うのは、学校を終えて社会人になってもなおかつ学び続けていくという、「生涯

こつこつ学ぶんだ」ということなんですけれども、そこまでいくと理念部会の

前文案とか、このまちづくりとかの議論からすると踏み込みすぎになるんじゃ

ないかなという気がするんですけれども。 

 「教育」っていうのは、「学校できちっとした専門家に教えてもらう教育」と、

「親の背中を見て育つという教育」と、「友達と遊び合っていくうちにだんだん

知恵がついていく教育」といろいろあるわけですよね。で、あんまり踏み込み

すぎると自治基本条例とは違うかなという気がするんですよね。 

 

 最初の委員さんが言った部分は、気持ちとしてはごもっともなんですよね。

「豊かな自然なんていうものが本当にあるのか」、「今本当に平和なのか」、「今

本当に完璧に幸福な暮らしをしているのか」と言われれば、皆、「Ｎｏ」ですよ

ね。 

だから、「現在進行形で築き上げつつあるもの」を、そのまま引き継いでいく

んだから、そして、「わたしたち」という言葉に、いずれ孫の世代がこの「わた

したち」という言葉を使う日が来て、我々の玄孫が孫になるわけだから、そう
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いう意味では、ずっと連綿と続いて「ｉｎｇ」でいくんだから、この表現を変

える手立てがないんじゃないかと思うんです。 

委員さんが言いたい事は良くわかるんだけれども。気持ちとしては。 

 どうせ、「永遠に築き上げていかざるを得ないもの」であるから。「平和」一

つとっても、「今は戦争していないからイコール平和だ」って言っても、日常、

努力をして、ぎりぎりの線で、いろんな形で守っていかなければ平和なんて維

持できないものなんだから。常に「ｉｎｇ」なんですよ、全てが。 

それは、もう最初の文章になる前の、我々全体の議論の了解のもとに「ｉｎ

ｇ」であるということが…。人間のすることなんですから、どうせ１００％は

無いんだから。でも、「１００％に近づけていくんだ」という了解のもとに、こ

のような文になっているんであって。 

それと「教育」なんですが、私が「教育」という言葉を表現として使いたく

なかった一番大きな理由はですね、「教育」という言葉を使ったときには「義務」

が伴うんですよ。じゃあ、今義務教育であるじゃないかということがあるけれ

ども、「義務教育」というのは、保護者に対しては義務を課しているけれども、

学ぶ側の子どもには義務は無いんです。子どもが「勉強したくない」と言えば、

勉強しなくても良いんですよ。 

でも「勉強したい」と思っている子どもたちに、それだけの環境を整えてあ

げるのが我々大人の義務なんだということから言うと、「教育」ではなくてやっ

ぱり、「学ぶ環境を用意してあげるんだ」ということですね。でないと、あまり

にもムチで叩いて勉強させるという方向になってしまいかねないので。 

 

よろしいですか。補足でございます。今、委員さんから、「豊かな自然環境と

平和で幸福な暮らし」は常に「ｉｎｇ」、現在進行形であるんだというご発言を

いただきましたけれども、他の自治体の条文について参考になるかわかりませ

んがご紹介します。 

熊本市であれば、「発展させ次世代へ引き継ぐ」とかですね、そういった社会

を築き上げて引き継いでいくとか、高松市でも「発展させ」とかですね、そう

いうふうに、「発展させ」であるとか「築き上げ」というようなワンフレーズを

入れながら、今の「ｉｎｇ」を表現するようなところはあるようでございます。 

 

それはちょっと思ったんだけれども、「豊かな自然環境」を「発展させ」とか

言うのかなと思って。「平和で幸福な暮らし」にはつながるけれども、前の「自

然」とかの言葉はどちらかというと「守る」とか言ったりするイメージの方が

強いので、言葉としてつながらないんじゃないかなと…。 

委員さんが言った話で良いのかなと、今、ちょっと思っています。 

 

 まあ、自治基本条例では「教育」を取り上げるのが本旨ではないわけですか

ら、別に今の教育制度との関連でとか、自然や平和の在り方をどう評価するの

かということまでは踏み込まなくて良いと思うんですけれども。 

社会が、そういう子どもたちを育てる育て方に注目しているとか力を注いで

いるとか、そういうことに熱心であるというようなものにしていきたいと私は

思うんですけれども、ただ、それを自治基本条例で謳うことが本当に良いのか
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どうかというのは、また別の問題になるという気がします。 

「市民部会」で、そういうことを、かなり我々の部会よりも自由に議論して

作っていただいているので、こちらにバトンタッチしておいても良いのかなと

も…。 

我々は、「今ある大事なものを、より発展させてさらに引き継いでいくんだ」

というところで収めておいても良いんじゃないかなという気がするんです。 

何かそこまでの議論で前文として「まだ足りない」ということは感じておら

れますか。 

 

 委員さんの視点というのは大切で、本来忘れちゃいけない部分ではあるんで

すよね。だから、他所の部会から同様の疑問がどんどん出てくるようだったら、

再度考えてみないといけないかもしれないですね。 

 

 特に今、議論をしなくてはならないという状況でもありませんから…。 

 

 まあ、基本理念のところでも、そういうまちづくりをするということを謳っ

ていますからね。 

 

この「市民部会」の案は、かなり絞り込まれた案になっているんですか。 

 

 そうですね、「権利」の部分については概ね「この流れでいこう」ということ

になっています。「責務」についてはまだ検討中ではあるんですけれども、権利

に対応する何らかの責務は、「大人がこういう環境を作っていかなければならな

い」というようなところは必要ではなかろうかということで議論しています。 

 

「市民部会」の文案はこういう形でしっかりできてくるとすると、ここに任

せておいて良いんじゃないかなという気はするんですけれども、どうですか。 

 

この中に一つ視点が外れていると思うのは、一番最初の全体会議のときに出

た、「子どもにも義務はないのか、権利ばかりで良いのか」という議論があった

んだけれども、ここにあるのは「子どもの権利」と「子どもに対する市民の義

務」だから、「子どもの義務」がここに出てきていないんですよ。 

もちろん、「子どもに義務を負わせる」と言っても、限界が当然あるわけです

から、「子どもが社会の一員としてこれだけはわきまえてもらいたいというもの

を何にするのか」というところだけが視点として抜けているような気がするん

です。 

 

「市民部会」でもその辺のところが議論として出たんですけれども、「子ども

に責務を負わせるのはどうかな」というようなご意見もございました。 

それで、そこのところはあまり深く議論にならずに、このような文案になっ

ているんですけれども、「子どもは子どもなりの権利はあるだろうけれども、子

どもを育てるのは大人の責任である」という流れの議論になっていました。 
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部会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

部会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

僕は前回、子どもの側から見た義務の条文を一つ作っていたでしょう。そこ

で言っているのは、「他人の立場になれるかどうか」ということだけでしたよね。

それを「子どもに負わせる部分」として想定したんですよね。 

そのくらいの緩やかな義務というものは、与えるというか、期待しても良い

んじゃないかな。 

 

子どもを育てるのには、やはり「権利」とか「義務」とかいうようなことも、

将来の社会人を育てる意味では段階を踏んで教えていかないといけないでしょ

うし、そういうものを意識して「人のために社会のために、自分も何かやるん

だ」という気持ちにさせるようなことを育てていかないといけないと思うんで

すよね。 

ただ、それを自治基本条例の中でどこまで謳うかというのは、ちょっと難し

いところはありますから、あまり深く掘り下げる必要はないと思うんですけれ

ども。 

今までいろんな形で、「子どもを大事に育てよう」というようなことから行き

過ぎがあって、何でもかんでも子どもの目線に合わせるというような形のもの

が随分と広がった時期があったと思うんですよね。 

だから、そういうものからすると、子どもには子どもなりの、やらなくては

いけないことはきちっとやりなさいというようなことを、大人がある程度言っ

ていかなくてはならないだろうし、それをしたら、良くやったとほめていくこ

とも必要だろうし、大人が教育的な態度を常に忘れずにいることが大事だと思

うんです。 

そういうものを、「市民部会」の方でこういうふうに書いていただければ、理

念部会ではそこまで書かなくて良いと思うんです。そこら辺の最終的な仕上が

り具合は注目しておかないといけないという気はするんです。 

ですから、そういう意味から言うと、理念部会の検討内容から言って、前文

については、大体それなりに出来上がっているんじゃないかなというふうに私

は思いますけれども、何かご意見がありましたらお願いしたいと思います。 

 

この（第３案）を我々の最終案として全体会に投げかけて、先ほどの委員さ

んのような視点の指摘が出てきたら再度議論をしていくということで良いんじ

ゃないでしょうか。 

 

そうですね。そういうことで、前文の内容と、「教育」に対する取組みについ

ては整理したいというふうに思います。 

後は前文について変えた方が良いというようなことはありませんか。もし、

あればちょっと述べていただきたいのですが。 

私は、前からちょっと気になっていたのですが、「生きた証」という言葉はど

うなのかなと思っていたんですけれども、これを解説していただけないでしょ

うか。「わたしたち一人ひとりの生きた証が、このまちの輝かしい未来につなが

る」というところなんですけれど。 

 

実は、前文案を作るときに、私は委員さんと同じ疑問を持ったんですよ。「ｉ
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委員 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

部会長 

 

委員 

 

 

 

部会長 

 

 

事務局 

 

 

委員 

ｎｇ」の姿勢とか、やる気のようなものを引き継いでいくか、できあがったも

のを、もちろん、未完成品ですけれども、「俺たちはここまで仕上げた、ここか

ら先はお前たちがやってくれ」という形で引き継いでいくのか、そのどちらを

とるのかというようなことを頭の中でまとめているときに、その先のところで

姿勢を謳っておこうということで、これを入れたんです。 

 

姿勢というのは、「ここまで仕上げたぞ」ということですか。 

 

少なくとも「大分市民は、自分たちがこのまちに住んで、自分達の人生を築

くのに一生懸命だぞ」ということを、まず言っておこうということで入れたも

のです。 

やっぱり、一人ひとりの人間の実在感がなければ、幸せには結びつきません

し、私たちがやっていることが、時代に逆行していることではない、本当に微々

たるスピードかもしれないけれども着実に未来に向かっているんですよという

自覚というか自信がなければ、まちづくりは出来ないですよ。 

 

で、「生きた証」というのは今の中学生辺りで理解出来る言葉でしょうか。 

 

おかげさまで、最近の若いアーティストの歌詞の中にも出てくるんですよね、

こういうフレーズが。だから、大丈夫なんじゃないかと思います。 

 

最初の「豊饒の海」かな、「この言葉はわかるかな」というのがあるんです。

ここの自然が豊かなところは、最後の「自然環境」や「豊かな暮らし」につな

がってくるのでわかるんですけれども、もう少し易しい言葉は無いのかなと。

「豊か」という言葉を使うと、その言葉ばかりがいっぱい出てきてわからなく

なるような気もするから。 

 

まあ、三島由紀夫の小説の題名にもあるし、大分市の豊饒（ぶにょう）とい

う地名もありますから。 

 

それでは、これについては、あまり異議申立てはないですかね。 

 

あったら、また検討しないといけないでしょうけれど、中学生で習う漢字で

もありませんし。 

常用漢字でもありませんけれども、大分市にある地名ですから。 

 

他には無いでしょうか。それでは前文の文章については、ここにある３ペー

ジの（第３案）で良いわけですね。まだ他所の部会から追加注文が来ますかね。 

 

逆に、もしあるとすれば、全部会の案を一つに並べたときに出るのではない

かと思います。今時点では出ておりません。 

 

よろしいでしょうか。前文では「幸福な」というふうに書いていますよね。
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委員 

 

副部会長 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

部会長 

 

事務局 

 

 

 

委員 

 

部会長 

 

 

７ページの基本理念のところでは「幸せな」という提案がされています。どち

らかに統一しておいた方が良くないでしょうか。 

 

いかがでしょうか。 

 

「自然環境」、「平和」と来たものですから、どうしても漢字二字の音読み言

葉にならないと、バランス、リズムが取れないんですよ。だけど、統一した方

が良いとなると、基本理念の表現を「幸福」にするか…。前文の「平和で幸福」

というのは一つのつながった言葉ですので、「幸せ」にすると片方音読み、片方

訓読みというのはなかなか…。 

だから、変えるとすれば基本理念の方…、でもここは「幸せ」の方が好きだ

なあ…。こっちは（対応する言葉が）「暮らし」ですからね、「幸せ」と訓読み

同士でつながりますから。 

 

そのままで良いか…。 

 

「どうしても変えよう」という意見が出たら考えましょうよ。 

 

この前も私言ったと思うんですけれど、ダブるような気がしてならないんで

すよね…。 

 

おっしゃっているのは、以前、議論をした「幸福な生活」の中には「平和な

暮らし」も含まれているはずだから、二度同じニュアンスを言う必要はないじ

ゃないかということですね。 

いわゆる必要十分条件として、ぴったり合致している言葉ではないので、少

し膨らませるためには、両方あった方が良いのかなと思います。それと、大分

市が「平和都市宣言」をしていますので。 

 

前回のご議論のときには、「『平和』は『状況』である、『幸福』はその人の『主

観』であるので並列させましょう」ということで議論が終わっていたと思いま

す。 

 

そうすると、どうすると収まりが良いんでしょうか。 

 

前回の議論のときには、「『状況』と『主観』であるので、似て非なるもので

あるから並列させましょう」ということで議論を終わらせたのではなかったか

と思います。 

 

いじり始めたらキリがありませんから。 

 

もう、これはこのままでいきましょうか。後の言葉の選び方は、最後に全体

をスキャンするときに引っかかれば直すということにして、前文はこのままと

しておきますかね。 
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委員 

 

 

部会長 

 

 

 

それでは、目的に移って良いですか。目的はこの間結論を出していない部分

があったと思うんですけれど。 

 

この３つを絞らないといけないの？そのまま出しても良いと思うけれど。３

つとも枠を赤くしているということは、全部最終案ということじゃないの。 

 

３つとも枠を赤くしているというのは、事務局ではどれを最終案とすべきか

判断できなかったからです。もちろん、目的は条例の中でも最も重要なパーツ

の一つでありますけれども、条例全体を見ていない状況の中でどれが良いとい

う判断が出来るのかということもございます。 

 

何かありますか。 

 

最後のセンテンスは全く３つとも一緒なので、要はそこにもっていく過程が

それぞれ３つの文章で違うんですが、一番上は同時進行型、二番目がスルー型、

三番目がフィードバック型と私は自分で呼んでいるんですけれども、一番上は

基本原則を明らかにすることと自治の実現を図ることが同時進行ですよね。二

番目は、基本原則を明らかにしていけば、自治が実現しますよと言っているん

ですね。三番目は、自治を実現したい、そのために基本原則その他を明らかに

しますと言っているんです。 

「目的」の目的である、「自治の実現を図る」ということはもう、我々の共通

認識として決まりましたから、後は並列でいくか、スルーでいくか、フィード

バックでいくかの…。 

 

文章の中身は…、文章の表現は違えているけれど、全体としての印象はあま

り変化はないわけですよね。 

 

この３つの案は、文章は短いですから、３案並列で全体会にかけても問題は

ないんじゃないかと思いますよ。説明だけが今言ったように、自治の実現と原

則を明らかにすることが同時進行ですよと言うのか、基本原則を明らかにして

いく作業の中で自治が実現できますよと言っているのか、自治を実現するんだ

と、そのためには基本原則その他をきちっとしなければいけないんだと言うか

という違いで、実際はそんなに変わりませんからね。 

 

中身の深い議論にはならない、表現の違いだということですね。 

 

だから、３つとも出して「どれか好きなのを選んでください」でも良いんじ

ゃないですか。悪いかな。 

 

中身の議論は打ち止めにしておいて、後は全体のバランスなり表現をそろえ

るとか技術的なものが出たときに、「それはお任せしますから、よろしく」と言

うことにするのかですね。 
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少なくとも我々は、「自治の実現を図る」ということを共通認識として持ちま

したからね、まちづくりを目的とするのか、自治の実現を目的とするのかとい

う論議をして、自治の実現を目的とするということを決めましたから、一番肝

心なことは決まりましたからね。 

 

我々の意図することはそういうことなんだと、他の部会にもわかっておいて

もらわないといけないわけですな。 

 

よろしいですか。こちらの部会の方でそれほど大差がないというようなお考

えであれば、例えば、一番上の案を部会案という形でお示しして、そして、そ

れについてのご説明をしていただくと。 

これは多分、全体会の中で話をされてもですね、皆さん多種多様で意見が分

かれると思うんですね。 

ですから、最終的には全部をまとめた中で、整理をしたときにどれが一番し

っくりするのか、法的と言いますか、条例的に見て、どれが一番見易いのかと

いうふうなことになろうかと思いますので、こちらの部会でこれが一番しっく

りくるんじゃないかなというのを選んでいただいて、それを案という形で全体

会の中でお示しいただいた方が…。 

協議をする時間も、全体会の中で素案を協議するのも、それほど長期間にわ

たってというのも難しいのかなという気もいたしますので、この辺は、こちら

の部会でお決めいただいた方が、流れができてくるのではなかろうかというふ

うに思いますが、いかがでしょうか。 

 

ということは、この３つのうちどれかを、プロポーズしておいた方が良いわ

けですね。 

 

皆さんの総意でお決めいただいた方が…。その中で何かご意見が出ましたら、

「このように３案出まして」ということで事務局の方で説明させていただいて、

そこでまた選んでいただくということも可能であると思いますので、あまり大

きな議論にもならないのではないかという気もするんですね。 

 

となると、（第１案）かな…。 

 

それでは、当部会の案はどれにしますか。 

 

私は、（第１案）で良いと思います。 

 

（第１案）でよろしいですか。 

 

（同意の声有） 

 

それでは、当部会の案は（第１案）を最終見解としたいと思います。 

では、次の基本理念ですけれども、これは何か異論は残っていますでしょう
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委員 

 

 

 

部会長 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

か。 

 

これは、前回議論したから…。 

 

これで良いと思うんですけれども、「めざす」という表記は漢字を使うのでし

ょうか。 

 

条文上は、通常漢字で表記するようであります。ただ、総合計画は敢えてひ

らがなを選択したということもございます。これは、「必ずこうでなくてはいけ

ない」というわけではなくて、一応ガイドラインという認識をしておりますの

で、もし、全体会の中で「ひらがなの方が」ということになれば、ひらがなで

もよろしいかなとは思います。 

 

わかりました。そういうことであれば良いと思います。 

 

ちょっとすいません、「目的」で「協働によるまちづくりの基本方針を定める」

というふうになっておりますけれど、「基本理念」のところで３項の「協働のま

ちづくり」を基本理念とするのであれば、「協働のまちづくり」というのが目的

に出てくるのはおかしいんじゃないでしょうか。 

「協働のまちづくり」をするために、何をするかと言うと「幸せな暮らしの

実現を目指」しますし、「市民主権のまちづくり」、また他の何かであって、そ

れができあがったときに「協働のまちづくり」になるんだから、ここの３項目

に「協働のまちづくり」が出てくるのはおかしいんじゃないですか。何かもっ

と現実的なものが…。 

 

「協働」っていうのは手段でしたよね。 

 

ええ。「協働のまち」を大分市が作ろうとしておれば、それは、具体的には「幸

せな暮らしの実現を目指すまち」、「市民主権のまち」、「何々のまち」であって、

そこに「協働のまち」であっては文章としておかしいんじゃないですか。 

  

 （目的の）「協働によるまちづくり」と（理念の）「協働のまちづくり」か…。 

 

「目的」は、「役割並びに協働」でワンセットなんです。そして、それによる

まちづくりの基本方針です。要するに、ポジション決めと、それとどう有機的

につなげるかというようなことを表して役割を決めて、そして、一緒にやると

いうことが一つのセットなんですね。 

だけど、句読点がどこにもないのと打ちようがないので、これをどこかに打

っても難しいな。 

同じ言葉を、くどく使ったようにも見えますね…。 

法制室に聞いて悪いんだけれど、「目的案」の逐条解説のときに、用語の一つ

一つについて解説するようなことになる？逐条解説のときに、「執行機関の役割

並びに協働による」という部分がどういう意味かということを説明することが



14 

 

 

 

 

 

法制室 

 

委員 

 

委員 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

委員 

 

 

 

委員 
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出来るかどうか。 

「基本理念」のところの「協働のまちづくり」の逐条解説は説明しやすいよ

ね。だけど、「目的」の中のように一つの単語として、文言としてだけ入ってい

るものに逐条解説は付けにくいわね。 

 

通常は付けないですね。あまり細かいところは。 

 

そうすると、疑問が出たときに解決のしようがないよな。 

 

「目的案」の「協働による」を取れば良いんじゃないかな。 

 

ちょっとよろしいでしょうか。例えば今、委員さんが言われました言葉の関

係でしょうけれども、「協働」という言葉を取ればですね、全体としてしっくり

流れてくるんではなかろうかと思います。そうしますと、次の理念のところで

もしっかり生きてくるんではないかというような、そんな気がします。 

いわゆるまちづくりの姿を描いたものですから、ここで敢えて「協働」とい

う言葉を出さなくても、「基本理念」の中でしっかり書いていますので、まちづ

くりの形は「幸せな暮らし」、「市民主権」、「協働」とそういうことを明確に謳

っていますので、「目的」のところで改めて同じ言葉を謳う必要はないのかなと

いう…、まあ法規的な解釈も一つあるんですけれども、入っていても悪くはな

いと思うのですが、そういうことであれば、敢えて入れる必要もないのかなと

いうような、そんな気がしています。 

 

「目的」のところで取るとすれば、文章のつながりからすると、「市民、議会

及び執行機関の役割を定めることにより」という形で、「並びに協働によるまち

づくりの基本方針を」、ここまで全部取らないといけなくなる。 

 

そこの「協働による」だけをとっても大丈夫じゃないですか。「役割を定める」

のと、「まちづくりの基本方針を定める」、「役割とまちづくりの基本方針を定め

る」というように。 

 

いや、「役割とまちづくりの基本方針」って、「役割を定めることによって」

なんだから。日本語がおかしくならないかな、そこで「並びに」から「基本方

針」まで取ってしまわないと。「市民、議会及び執行機関の役割によるまちづく

りの基本方針を定めることにより」じゃ、日本語はおかしいよ。と言って、こ

こで「協働」を残して、「基本理念」で「協働」を取ったら、逐条解説が出来な

いから。 

 

「協働」という言葉をどこに入れるかは別として、「『市民』と『議会』と『執

行機関』が一緒になってまちづくりをやるときの姿が『協働』なんだ」と強調

される言葉じゃないかと思うんですね、全体を見た場合に。 

手段なんだけれど、それが非常に重要視されている、スポットライトを浴び

ている状態だから…。 
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委員 

 

委員 
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委員 

 

委員 

 

法制室 

 

委員 

 

 

「ピッチャーを決めます、キャッチャーを決めます、全部のポジションを決

めますよ、だけど全員野球ですよ」と言っているわけですね。 

だけど説明が出来ないから…。「何でこんなに２回言っているのか」って言わ

れたときにつらい…。 

 

すいません、「市民、議会及び執行機関の役割」は、どこにつながるんですか。 

 

「役割」を「定める」。「誰がどのポジションかっていうところまでは決めま

すよ」までは良いよね。 

 

そうしたら、もう一方は「まちづくりの基本方針」を「定める」、だから、二

つを定めることによって、後の目的、「自治の実現を図る」を目的にするという

ふうに読ませれば良いんじゃないかな。 

 

そう読もうと思ったんだけどね、疑問が出たときに逐条解説が出来ないよう

な状況では難しいよね。 

 

いや、だから「協働による」だけを外せば、役割については、どこかで「こ

ういう役割なんですよ」って出てきますよね、「市民、議会及び執行機関」の役

割っていうのは、後で。 

で、「まちづくりの基本方針」っていうのは、「基本理念」のところで出てく

る訳でしょ。 

 

なるほど、「役割並びにまちづくりの基本方針」となると。「協働による」だ

けを取るんだな。 

 

「役割並びに『、』まちづくりの基本方針」とすれば。 

 

並びに「、」ね。 

 

そう「、」。「、」はいらないのかな。 

 

「及び」とか「並びに」の後には普通は「、」を入れませんね。 

 

ああ。入れなくても良いかな。 

 

句読点はいらないかな。 

 

条文上は、通常付けません。 

 

「、」を入れたらいけないのか。前の部分が「定めること」につながってこな

いんだな。 
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委員 

 

 

事務局 

 

 

 

 

委員 

 

部会長 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

部会長 

 

 

副部会長 

 

 

委員 

 

副部会長 

 

委員 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

「並びに」という言葉の慣用句としての使い方だからか…。「協働による」を

取っても悪くはないな。 

 

私は、意味は十分通じるんじゃないかなと思うんですけれども。「目的」その

ものが「市民主体による自治の実現を図ることを目的」という形になっていま

すので、「そのためにはこうですよ」ということで、意味合いとすれば十分通じ

るのではないかなという気がしますけれども。 

 

そうすれば、「基本理念」が活きるんだな。 

 

なんだか見れば見るほど奇妙な感じになってくるな…。「役割」っていうのは

スタティック（静的）っていうか、状態を表しているんじゃないかって思うん

ですけれども、「協働」っていうのは一つの運動理論なので…。 

 

そうなんですけれどもね、ここで「まちづくりの基本方針」ということで、

「市民、議会及び執行機関の役割」と並列させる形にすれば、「『まちづくりの

基本方針』の中に『協働』という言葉も含まれていますよ」ということで使え

ますよね。 

そして、後で「基本方針っていう言葉が出てこないじゃないか」と言われた

のは、後で文言の説明をする可能性もあるかもしれないけれども、「基本方針」

っていうのは、「基本理念」と「基本原則」を合わせた方針ということで、語尾

がつながりますから。 

 

そうすると、目的の方はそれで説明がつくとして、「基本理念」のところで出

てきた「協働」っていうのは…。 

 

この言葉は、ダブっていても良いんじゃないかなと私は思うんですけれども

ね。 

 

いや、ダブるとおかしいんですよ。 

 

おかしいですか？私はこれは強調すべきだと思うんですけれども。 

 

「協働のまちづくり」のための「基本理念」が出ているので、おかしいじゃ

ないですか。「協働」そのものの「まちづくり」じゃなくて、「まちづくり」に

必要なものが「協働」なんですから。 

 

「基本理念」で３つの理念がありますよね。そうすると、一番目と二番目の

理念は、目的のときに言わなくても良いのかということになるんじゃないかと

思うんですね。 

その三番目だけが大事なら、極端な言い方をすれば、まちづくりの基本理念

は三番目だけになる、逆にこれが一番最初に来るということになると委員さん
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部会長 

 

委員 

 

 

 

法制室 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

の話を聞いていて思ったんですね。 

 

発言させていただいてよろしいでしょうか。「目的」と「基本理念」の条文の

関係なんですけれども、「基本理念」の条文の１項が目的のどこに当たるかと言

いますと、１行目の「本市における自治の基本理念」、この部分に該当するんで

すね。この中にいろんなものが含まれておりまして、「幸せな暮らしの実現を目

指すまちづくり、市民主権のまちづくり、協働のまちづくり」と３つに集約さ

れているというのが次の明らかにするというのにつながると、それを受けて、

それを実現するための「役割分担」であるとか、「協働によるまちづくりの基本

方針」であるとかが後に細かく出てくると、そういう流れで考えれば、「目的」

と「基本理念」の条文の両方に「協働のまちづくり」というものがあっても、

さほど問題にならないのではないかと私は思うのですが、いかがでしょうか。 

 
どうでしょうか。 

 

「市民主体の自治の実現を図る」ために、「基本理念」があるんでしょ？だか

ら、「目的案」の文章によると、「協働によるまちづくりの基本方針を定める」、

「基本方針」は「協働による」、ごちゃまぜになっているでしょ。 

 

条文として、「基本理念」と「基本原則」というものがあります。この部分ま

でこの部会で議論されているんですけれども、その後のほかの部会で議論され

ております、市民、議会、執行機関の役割分担でございますとか、協働のため

の手法であるとか、そういうものとつながってくるわけですね。 

それらの条文と並べてみたときには、あまり「協働によるまちづくりの基本

方針」が、すなわち次の「基本理念」で言う「協働のまちづくり」であるとい

うつながり方で捉えられる恐れはさほどないのかなというふうに思うんですけ

れども。 

 

指摘されるまで気が付かなかったけれども、例えば、「市民、議会及び執行機

関の役割並びに協働による」まで全部取ってしまって、「～基本原則を明らかに

するとともに、まちづくりの基本方針を定めることにより」っていうふうに文

章をつないでも、全然、不完全なものにはならないだろう？ 

不完全なものにならない中で「役割分担」と「協働」というものを持ってき

たとする、「協働」は「基本理念」で出てくるけれど、「役割分担」は「基本理

念」の中に出てこない、例えば「三権分立ですよ」という言葉は出てこない。 

とすると、それはちょっと文章としておかしくないかな。バランスを欠かな

いかな。 

 

自治基本条例全体が出てきたときにですね、他所の部会が議論したことも当

然くっついてくるわけですね。ただいま法制室長が申し上げましたとおり、議

会の役割は議会基本条例によるのですけれども、執行機関の役割、市長の責務

であるとかは後段で出てくるわけですね。条文としてですね。「協働のまちづく

り」についても「市民参加・まちづくり部会」の中で、「協働でまちづくりをし
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委員 

 

 

 

法制室 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部会長 

 

委員 

 

事務局 

 

委員 

 

ていきましょう」というのも、当然後段の条文の中で出てくるわけですね。 

そうなりますと、今、委員さんがおっしゃいましたとおり、目的の中でフレ

ーズを取っても文章としては成立するんですけれども、後段の条文を考えてみ

たときには、そこに「議会及び執行機関の役割」とか「協働によるまちづくり

の基本方針」というのがあったとしても…。私が「目的」案を作った張本人で

あるからというのもあるんですけれども、それほど違和感はないのかなと一つ

思うのと、「基本理念」というのは最初に皆さんお話しいただいたんですけれど

も「コンセプト」であるということをおっしゃっていましたので、そのコンセ

プトの中で、「『協働のまちづくり』が今の大分市のまちづくりの考え方である」

ということも皆さんおっしゃっていましたので、基本的なコンセプトの中には、

「協働のまちづくり」という頭はあるんだよというのは並立するのではないか

というふうに個人的には思うんです。 

 

僕も最初はそう考えたんだけどな。 

 

そうすると、「基本理念」で謳われる、「幸せな暮らしの実現を目指すまちづ

くり」とか、「市民主権のまちづくり」は後の条文の中で出てくるんですかね。

可能性はあるのかな。 

 

具体的にそれをそのまま体現するというか、普遍したような条文はこれです

というようなものはなかなか難しいと思うんですけれども、「基本理念」を踏ま

えたものは、各条文の中に全体の条文を踏まえた考え方をしますというような

ことになろうかと思うんですけれども。 

 

いずれにいたしましても、部会が始まった当初から、最終的には条文となっ

たときに言い回しが良いのか悪いのかというチェック、フィードバックはもち

ろんあるということも、全体会からのフィードバックもあると、ですから、叩

いて叩かれて条文になっていくということを今までも申し上げておりますの

で、これが部会の案として出たとしてもこれが完成形ではないというのは皆さ

んご承知のことと思うんですけれども、例えばのご提案ですが、これを一つこ

の形でお預けいただいて、今までの「誤解をしやすい」とかいうような表現と

かがもしあれば、全体を一つに並べたときに修正をさせていただいて、「このよ

うな形ですけれども」というようなご提示をさせていただくという手もあるか

と思うのですが。 

 

それはそうなんだけれども…。 

 

逐条解説は誰が作ることになるの。 

 

逐条解説は、今の皆さんの議論を基にして、事務局の方で作っていきます。 

 

今の議論がそのままで出して、全体会もすんなり通ってって言ったときに、

逐条解説の中で、今しているこの議論についてちょっと触れておいてもらわな
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委員 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いとつらいものがあるな。 

 

それはそうですね。 

 

そういうことであれば、このままで。 

 

（同意の発言あり） 

 

例えば、５ページの一番上の枠では、「自治の基本理念」となっていますけれ

ども、次の６ページでは「まちづくりの基本理念」というふうになっていまし

て、これは両方とも「基本理念」のことを言っているんですけれども、ちょっ

と表現にずれがあるというような部分もございます。 

これを「まちづくり」を「自治」に替えるとなると、また他との調整を考え

ないといけませんので、ちょっとこれを３０分、１時間で詰めていくというの

は困難かなと思います。 

場合によっては全体を並べてからの調整ということにさせていただくのか、

事務局で気づく点があれば、修正案を提示させていただくということなら、ち

ょっとそのためのお時間をいただきたいなと思います。 

 

ちょっとごめん、６ページの？ 

 

６ページの上には「本市は次に掲げる事項を、まちづくりの基本理念とする」

という表現となっておりまして、５ページは「自治の基本理念」となっている

ので、そうすると、「まちづくり」という表現になっていることによって、「ま

ちづくり」というのがかなり結果的に多くなっていますので、この辺でちょっ

とダブり感と言いますか、どこがどこにかかっているのかわかりにくいという

状況が出ているのかなとも感じますね。 

 

その辺の文章の整合性は、どこかの時点で任せましょう。 

 

委員さんが言われた考え方というのは、ものすごく私は理解できるんですね。

そして、「『協働』をメインにまちづくりをするんだ」という考え方に立てば、

「協働」の考え方があって然るべきじゃないかなという考え方も良くわかりま

す。ただ、一つの心配は、「協働によるまちづくり」というふうな言い方をした

ときに、「まちづくりは全て『協働』なのか」というような誤解を招きかねない

ところも出てくるんじゃないかなという気がします。 

ここのところが非常に重要なポイントだと思いますので、いったん、全部会

から案が出揃いまして、それを全部揃えたうえで、最終的に担当が申しました

とおり、「まちづくりの基本理念」が良いのか、「自治の基本理念」が良いのか

とかいうような細かい調整が必要になってくると思います。 

ですから、考え方によって、意見が別れるというような状況になろうかと思

いますので、そこは冒頭申し上げたとおり、全部出揃って、バランスを見たう

えで、事務局は事務局としての考え方を、もしかしたらご検討いただかなくて
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事務局 

 

 

 

部会長 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

副部会長 

 

委員 

 

 

 

 

部会長 

 

委員 

 

 

 

部会長 

 

 

委員 

 

 

 

 

はいけないという形で整理をさせていただいたうえで、最終的に委員さんにご

判断いただくという形をとらせていただきたいなというふうに思いますけれど

いかがでしょうか。 

 

（委員より「はい」の声） 

 

ですから、ここは固定という形ではなくて、「協働によるまちづくり」のとこ

ろを括弧で表して判断をいただくとか、そういうふうな工夫をさせていただき

たいなと思いますけれど、そういうことでいかがでしょうか。 

 

良いですかね、そういうことで。 

それでは「基本理念」のところはペンディングということで、先に進ませて

いただきます。次は「基本原則」ですか。基本原則については何かご指摘はあ

りますか。 

 

これも（第２案）と（第３案）のどっちを採るかという話だな。 

これは、全体の条文のバランスからしたら（第３案）の方が、逐条解説が付

くという前提に立てば、良いんじゃないですか。「市民総参加の原則」と言って、

その下に「全ての市民がまちづくりに参加すること」ってこういうことで条文

に書いてしまうと、市民から「馬鹿にするな」って言われそうな気がしますか

ら。 

 

もう「市民総参加」で全部表せていますから、ダブらなくったって…。 

 

「基本理念」のところで項目ごとで書いているから、ここでも同じように項

目だけしておいた方が…。 

注釈を入れると、「基本理念」のところにも「これはこういうまちづくりです

よ」と入れないといけないような気になってくるので。 

 

注釈のない方がすっきりすると。他にご意見はありますか。 

 

これもまあ、３案で組立てして、その次のページに逐条解説の案が出ている

んですよ。その案も前回性別と年齢のところを論議して入れるようになって、

これでほぼ完成じゃないかと思うんですよ。 

 

解説抜きの箇条書きで、しかも９ページのやつですか…。特に何かあります

か。 

 

私も（第３案）で良いと思うんですが、１０ページの解説案の中で、「性別、

年齢を問わず」となっています。これはこれで良いんですけれども、どこかで

法人とかそういう人も市民なんだと…、出てきましたよね。そうすると、その

辺も含めて言わなくて良いのかなと、１項でも３項でも良いんですけれども。 
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それは、市民の定義で全て包含されるじゃないの。「市民とは何ぞや」という

中に。 

 

そうですね。市民の定義の中に含んでいたですね。 

 

そうすると、ここで「性別、年齢を問わず」というと…。それだけを取り出

すと、何か違和感はないですか。 

 

ここで言うと、法人には性別がないから？ 

 

いや、「全ての市民」が、「性別、年齢を問わず」と言うと、「じゃあ、ここで

法人とか団体は」というふうに逆になってくるんじゃないかな、「皆が参加でき

るんだよ」という市民が前で定義で規定しているんだから、その範囲内で終わ

らせておいた方が良いかなという…。 

 

確かに、市民という言葉の定義を広げたからそういう問題が出てくるわな。 

逐条解説について、この３項に関して性別・年齢を入れるのは、別に矛盾は

していないと思うんだけれど。１項で、全ての市民というところでこれは法人、

その他入っているわけだから…。 

むしろ、性別・年齢で区別しませんよという意味合いで入れているところだ

から…。 

 

性別・年齢「等」とか。 

 

うん…、でもそれは良いアイディア…。「等」を入れようよ、そうしたら口に

出して言いたくない他の要素も含まれるよ。 

 

性別・年齢「等」ですか。これは解説のところに入っているんであって、条

文、本文には入っていないんですね。 

 

とりあえず、（第２案）か（第３案）かということであれば、（第３案）が良

いんじゃないかと思うんですが、逐条解説の話は…。 

 

ちょっとよろしいでしょうか。全く個人的な意見を言わせていただきたいん

ですけれども、（第３案）は非常にさっぱりしていて、我々議論をしている状況

から見ますと、好ましいなという感覚は確かにあるんですけれども、各都市の

「基本原則」を見ますと、当然「理念」というのはさらっと書いてあるところ

は多いようなのですが、「基本原則」は比較的言葉で説明しているんですね。で

すから、それを見たときに中学生は無理としても、高校生が「市民総参加の原

則」、「情報共有の原則」、「平等と機会均等の原則」という形で見たときに、ど

れだけイメージできるかということを考えたときに、当然、逐条解説を見れば

わかるんですが、一番大きいのは条文を見てですね、なんとなくイメージがで

きるという形が好ましいんじゃないかなというような気がしております。 
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事務局 

 

 

委員 

 

 

事務局 

 

副部会長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 確かにさっぱりしていて良いんですけれども、自治基本条例が目指している

のが「わかりやすく」ということであれば、一定の説明があった方がより易し

い条例になるという考え方が根底にありますので、そこらへんを踏まえて、大

変失礼ですけれども意見交換をしていただきたいなと思います。 

 当然、よりわかりやすい逐条解説を作っていくつもりではあるんですけれど

も、「『基本理念』と『基本原則』を見てもさっぱりわからない」ということに

なってしまっては、なんとなく寂しいのではないかと、これは全く個人的な意

見なんですけれども、そのように思うのですから。 

 

 そうしたら、逆にね、解説の部分をね、１項を「市民総参加の原則」と書か

ずに、「全ての市民がまちづくりに参加すること」、２項は「市政運営、まちづ

くりに関する情報を市民、議会、行政が共有すること」３項は「大分市のまち

づくりにおいては、性別、年齢を問わず、全ての市民が平等で均等にまちづく

りに参加できる機会を有すること」というように表した方が…。 

 

 それを主文にして、「それを括ればこういう意味ですよ」というふうに後ろに

付ける…。 

 

括弧の部分をね。 

 

他都市では、（第２案）のような書き方をしているところはいくつかあるよう

です。 

 

それは良いんだけれど、委員の中から同じ意見が出るだろうと思ったから、

出たら「ひっくり返す」という提案をしようと思っていたんだけれども。 

 

それは、皆さんで意見調整をしていただければと思います。 

 

「市民総参加」っていうのは、キャッチフレーズみたいになっているから、

良いんじゃないですかね。 

 

ええ、「市民総参加」はわりと理解されやすいと思うのですが、「情報共有」

と「平等と機会均等」がですね、どうしてもイメージしにくいところがあるん

じゃなかろうかなという、そういう感じは一面ではしております。 

当然、私たちは十分わかっているつもりなんですけれども、ただ、高校生と

か一般の市民の方が見られたときに「なんなんだろう？」ということで、頭を

ひねるような状況があれば、本来の条例の目的を達しないところも一面あるの

かなという、そういう一面もありますので、そういうところを議論していただ

きたいなと思います。 

 

そういう配慮をするべき条文にあるとすれば、音読みだけで並べるのではな

くて、訓読みの方、大和言葉の方を主にというふうに…。 
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委員 
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委員 

 

 

 

 

 

部会長 
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部会長 

 

委員 

 

今言われたように括弧でね、「全ての市民がまちづくりに参加すること『市民

総参加の原則』」というふうにした方が…。 

 

親切な文章になると。要約付きで。 

 

「情報共有の原則」であれば、個人情報の共有っていうふうにとられないか

な。今、私たちは町内会でご老人たちと話をしていても、個人情報の問題が出

てきますから。 

 

いや、個人情報の共有とある意味捉えられても、それは良いんですよ。何も

問題はないんです。必要な個人情報の共有はしますからね。 

市役所の組織内でも、こういう個人情報はどことどこの組織で共有しなけれ

ばならないと判断を下す機関がありますから。そこで判断して共有します。 

 

本音と建前が一番乖離しているのは３項じゃないですかね。 

 

と思います。おっしゃるとおりです。だからむしろこれを入れることで特に

行政に対して、努力義務を強くかけることが出来ます。 

特に女性の社会進出ということにおいて言えば、九州全域、特に大分は遅れ

ています。意識的にも、構造的にも、実質的にも遅れています。 

現に市議会には２人しか女性議員はいません。 

 

三項目それぞれレベルの違いはあるんだけれども、それは（第３案）みたい

にタイトルだけで並べると、誤解を拡大するような形になる可能性もあるわけ

ですかね。 

 

誤解を拡大するというよりはですね、やはりイメージしにくいというか、わ

かりにくいというか、意図するところが伝わりにくいという、そういうふうな

マイナスの面もある、逆に言えばシンプルでさらっとしているということで良

いんでしょうけれども、より、ここの原則のところでわかりやすく説明するた

めには若干の説明をつけた方が易しいのかなと。ほとんどの自治体はここの原

則のところである程度の説明はしています。 

こういうように、３条くらいで終わっている事例はあまり見当たりません。

「理念」というのはある程度上に掲げて進んでいくものですから、それを事細

かに説明するのは難しい面は確かにあろうかとも思いますけれども、「基本原

則」は理念に基づいて、どうやって動いていくのかというのを説明するもので

ありますので、ある程度説明があった方が易しいのかなと。繰り返しになりま

すけれども、個人的な考え方が多分に入っていますけれども。 

 

今のご意見について、どういうふうに受け止められますか。 

 

ですから、大和言葉を上の方にして、それを主文にして、要約すれば「何と

かの原則」みたいな形にして。 
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委員 
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委員 
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私が整理をする際にかぎ括弧を付けてしまったんですけれども、他の自治体

ではかぎ括弧が付かずに、「原則」の後ろに一つスペースを入れて後ろに説明を

つなげているところもあります。 

自分でも今見て、委員の皆さんを混乱させてしまったかと…、かぎ括弧を付

けたために、余計に下の説明と分離したように…。 

 

いや、それはないわ。ということはね、つまり違う言語で、全く同じ意味の

センテンスを二つ並べるのが良いか悪いかという問題。 

極端に言えば、中国語と日本語を二つ並べて中国語が先かという話だよ。 

 

それともう一個はね、「～の原則」、「～の原則」としていて、この「原則」は

いらないんじゃないかという気がするんだよね。他の自治体ではないところも

ありますよね。「市民総参加」とか、「情報共有」という言葉で終わらせている

ところとか。 

 

それもありますし、もちろん、逆のところもあります。 

 

それを言うと、理念のところもそうだよ。 

 

いや、「市民総参加の原則」と言って、「全ての市民がまちづくりに参加する

こと」と言われると「そりゃそうだろ」ってちょっと怒ってしまうようなとこ

ろがあるから、「市民総参加」って書いて「全ての市民がまちづくりに参加する

こと」ってあると「ああ、そうだね」とするっといくような…。「原則」という

と「この上に立っているんだ」っていう感じがね。 

 

誤解を避けるという面と、ぱっと見てイメージがすっと頭に取り込めるとい

うわかりやすさという面とその両方を、ちょっと手を加えた方が良いんじゃな

いかと、原則でバサっと切るだけじゃなしにした方が良いのかなと。 

そうかと言って、あんまり長ったらしくしたら、それはやはり、目の捉え方

が落ちてくるので、あんまりすっきりしないなということなので…。 

「原則」って付けるのが良いかどうかって言うのはあるんだけれど、やっぱ

り説明が一つ入った方が、良いような気がしますけれどね。（第２案）みたいな

ことですかね。 

（第２案）のようなことになると、説明文がかなり短くてしかも印象深いも

のである必要があると思うので工夫がいると思いますけれども。 

どう思いますか。 

 

これ、このままひっくり返してもね、文章のスタイルが完結しているものだ

から、ひっくり返せば良いという問題でもない、ひっくり返すに当たっては文

章をちょっといじらなければならなくなる。 

 

これ、まんま（第２案）で良いんじゃないですか。 
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委員 

 

部会長 

 

 

 

 

委員 

 

 

部会長 
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委員 

 

 

 

委員 
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うん、だからこの（第２案）でいこうよ。 

 

ね、（第２案）の方が良いと思う。 

 

（第２案）でね。 

 

さっき言った、かぎ括弧を取って、ということで。 

 

スタイルはまた事務局で検討してもらうということで。 

 

あってもなくても良いんじゃないかなと思うんですけれども。（第２案）で気

になるのは、「平等と機会均等の原則」で、ここだけ「大分市のまちづくりにお

いては」というただし書きが最初に入っているんですけれども。これはどうで

すかね…。 

 

本当だ、これはいらないよね。これは、取っても良いわ、それぞれにつけな

いといけなくなるし。 

 

「全ての市民が、性別、年齢を問わず、平等で均等にまちづくりに参加でき

る機会を有すること」ということですかね。 

 

すいません、「平等と機会均等の原則」と言うと「そうだね」って思うんです

けれども、こういうふうに「平等で均等にまちづくりに参加できる機会を有す

る」というふうに言うとなんかちょっと、「均等」という言葉が違和感があるん

ですけれど、どうですか。 

 
「平等で均等に」っていうと、なんか違うような気がしますね、これ。 

これは、「平等で均等に」って取っちゃっても、「全ての市民が、性別、年齢

を問わず、まちづくりに参加できる機会を有すること」で十分説明が付いてい

ると思うんですけれども。 

 

取るなら両方取らないとね。 

 

「平等と機会均等の原則」というのが前にあるから、これで「誰でも参加で

きるんだな」というのを改めて言葉にするときには「平等で均等に」が無くて

も。 

 

むしろ、後ろの「性別、年齢を問わず」が強調されるから良い。取ろうよ。 

 

じゃあ、いいですか、この辺は。 

 

（「はい」の声） 
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すると、後は定義ですか。 

 

定義はもう…。 

 

定義は前回ご議論いただきましたので。１２ページに整理したものを載せて

おります。 

 

１１ページを整理して１２ページにしたんだよな。 

 

「手を取り合って」というのがちょっと…。これは条文になるんだよね。あ

まり条例にある言葉じゃないなと思って。 

 

条文になります。 

 

それは「対等の立場」を嫌った以上、しようがないよ。 

 

特に何かご指摘はありますか。では、一応以上で…。事務局からは何かご指

摘は。 

 

特にございません。後は、本日大体の意見が出たということで、全体の条文

が揃うまでは、部会を置いておくか、まだ何か議論をしていくか、どちらかと

いうところですね。 

 

全体会はいつごろっていうのは？ 

 

今、委員の皆さんにアンケート、日程調整をさせていただいておりますので、

６月議会終了後くらいですかね、皆さんが一番集まれる日を設定したいと思っ

ています。決まり次第またお知らせします。 

 

後は本日の議論の内容の念押しをさせていただいて、今日の部会をお開きに

させていただきたいと思います。 

 

全部が揃ったら、資料は事前にもらえるのかな。 

 

出来ればというか、事前にお渡しをしておかないと、議論が出来ないと思い

ますので。事前にお渡し出来るようにがんばります。 

 

全体会を開いて、そこである程度いろんな話が出てきたらもう一回部会に戻

るわけ？ 

 

そうなると思います。何も無ければ別ですけれども。また前後のつながりと

かで若干の調整があるかもしれませんので。 
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「こういう方向でまとめてくれ」と事務局に指示をされるのであれば、事務

局の方で、その指示に基づいて調整をさせていただくということは考えており

ます。 

 

全体会というと、またいろんな意見が出てくるから、開いて一回部会に戻っ

た後は、調整ということで、１,２回部会長さんの集まりの中で煮詰めてもらっ

て、そうしないと全体会の中ではまとまらないよ。 

 

一応、仮ですけれども素案みたいな形になりますので、次回の全体会からは

ですね、法制室長を始めとして積極的に法制室の立場で考え方を述べさせてい

ただいて、それを基にご意見をいただいてですね、もうまさに条文作りという

ことで進めさせていただきたいなと思っております。 

 

それと自分がこれだけしゃべっておいて、こんなこと言ったら悪いんだけれ

ども、どうせ議会にかかるんだし、そうなれば議会でも論議があるわけだから、

全体会でも議員があまり発言しなくて良いようにしないと。副委員長を通じて

よろしくお願いします。 

 

議員さんには当然途中段階ですけれども、９月議会、最終的には何月になる

かわかりませんけれども、もし今年度中ということでありましたら、１２月議

会におきましてもですね、そこで提案させていただくのが一番望ましいんです

が、状況的に難しくなるかもしれませんので、最新状況をお話しさせていただ

きながら、議決に向けて、整理をさせていただきたいというふうに思っており

ます。 

ですから、早速９月議会には報告させていただきたいと思っています。 

 

それでは、本日の議論の内容の念押しというかおさらいをさせていただきた

いと思います。 

前文につきましては、（第３案）を全体会に部会案として提案していこうとい

うことでご議論をいただいたと思います。 

ただちょっと、目指すもののところでご議論がありましたので、「豊かな自然

環境～」のところですね、そこのところは、「現在進行形である」というお話し

もいただきましたので、そういった議論の経緯を逐条解説などで、こういった

想いを込めているということを載せていくことを考えてみたいなというふうに

思っております。 

目的案ですけれども、（第１案）を部会案とすることでご了解をいただいたと

思います。 

基本理念については（第２案）ですね。ただ、これについては、全体の案を

見たうえで文言の調整があり得るということでのご了解であったというふうに

思っております。 

原則でありますが、（第２案）でご了解いただけたと。かぎ括弧については取

った方が、とも思っております。 
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３項、「平等と機会均等の原則」については、「大分市のまちづくりにおいて

は」という出だしは、他のところも同じだというご指摘でございましたし、「平

等で均等に」というところもタイトルとのダブりもありますし、取るというこ

とで。「全ての市民が、性別、年齢」の後に「等」をつけて、「区別をされずに、

まちづくりに参加できる機会を有すること」とかいう形で調整ということであ

ったと思います。 

言葉の定義については１２ページの案でよろしいのでは、ということでござ

いましたので今の状態で整理をさせていただきたいと思います。 

また、次回の部会につきましても、全体会を経てからということでありまし

たので、今時点では素案の手前までということで部会を終了ということでよろ

しかったかと思います。 

 

はい、ありがとうございました。他にご意見はありませんか。よろしいです

か。今日は大変お疲れ様でございました。ありがとうございました。 

 

 


